
■団体区分別ラスパイレス指数(一般行政職)

年月日
昭和 昭和 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和 令和 令和 令和 50→05 04→05

団体区分
50.4.1 60.4.1 2.4.1 7.4.1 12.4.1 17.4.1 20.4.1 21.4.1 22.4.1 23.4.1 24.4.1 25.4.1 26.4.1 27.4.1 28.4.1 29.4.1 30.4.1 31.4.1 2.4.1 3.4.1 4.4.1 5.4.1 増  減 増  減

府 内 市 町 村 129.7 118.6 111.0 107.1 104.3 97.8 99.5 99.0 99.5 99.4
106.5
(98.5)

105.5
(97.5)

97.4 98.9 98.8 99.0 99.2 98.8 99.0 98.7 98.7 98.6 ▲ 31.1 ▲ 0.1

全地方公共団体 110.4 105.0 102.8 101.8 100.7 98.0 98.7 98.5 98.8 98.9
107.0
(98.9)

106.9
(98.8)

98.9 99.0 99.3 99.2 99.2 99.1 99.1 99.0 98.9 98.8 ▲ 11.6 ▲ 0.1

府 内 市 130.8 119.6 111.5 107.3 104.5 97.9 99.7 99.2 99.6 99.6
106.7
(98.6)

105.5
(97.5)

97.5 99.0 99.0 99.1 99.3 98.9 99.1 98.7 98.7 98.6 ▲ 32.2 ▲ 0.1

全 国 市 113.8 107.5 104.5 102.9 101.7 97.6 98.3 98.4 98.8 98.8
106.9
(98.8)

106.6
(98.5)

98.6 98.7 99.1 99.1 99.1 98.9 98.9 98.8 98.7 98.6 ▲ 15.2 ▲ 0.1

府 内 町 村 108.9 105.4 103.8 103.3 101.7 95.8 96.9 97.1 97.4 96.9
104.7
(96.8)

105.0
(97.0)

96.8 97.3 97.2 97.9 98.5 98.1 98.2 98.1 98.4 98.8 ▲ 10.1 0.4

全 国 町 村 100.2 97.6 96.5 96.5 96.2 93.7 94.2 94.6 95.1 95.3
103.3
(95.5)

103.2
(95.4)

95.6 95.8 96.3 96.4 96.4 96.3 96.4 96.3 96.3 96.3 ▲ 3.9 0.0

      ※　府内市町村については、指定都市（大阪市〔昭和50年～〕・堺市〔平成18年～〕）を除く。

　　　※　平成24.4.1及び25.4.1の（　　）内の数値については、国家公務員の時限的（２年間）な給与改定特例法による措置がなかったとした場合の参考値
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順位

1 池田市 101.2 100.6 1 0.6
1 茨木市 101.2 100.0 8 1.2
3 羽曳野市 100.2 100.5 2 ▲ 0.3
4 吹田市 100.0 100.3 4 ▲ 0.3
4 高石市 100.0 100.1 5 ▲ 0.1
4 東大阪市 100.0 100.4 3 ▲ 0.4
7 豊中市 99.9 100.0 8 ▲ 0.1
7 貝塚市 99.9 99.8 10 0.1
7 摂津市 99.9 100.1 5 ▲ 0.2

10 柏原市 99.7 99.8 10 ▲ 0.1
11 岸和田市 99.5 99.4 14 0.1
11 大阪狭山市 99.5 99.4 14 0.1
13 富田林市 99.4 100.1 5 ▲ 0.7
14 松原市 99.2 99.7 12 ▲ 0.5
15 守口市 98.7 99.5 13 ▲ 0.8
16 枚方市 98.1 98.0 18 0.1
16 泉南市 98.1 97.1 24 1.0
18 八尾市 97.9 98.3 17 ▲ 0.4
18 交野市 97.9 98.7 16 ▲ 0.8
20 阪南市 97.7 97.4 20 0.3
21 高槻市 97.3 97.9 19 ▲ 0.6
22 和泉市 97.2 97.4 20 ▲ 0.2
23 門真市 96.8 97.4 20 ▲ 0.6
24 四條畷市 96.7 96.6 25 0.1
25 大東市 96.2 97.2 23 ▲ 1.0
26 泉大津市 95.8 95.4 29 0.4
27 河内長野市 95.5 96.4 27 ▲ 0.9
28 箕面市 95.3 95.7 28 ▲ 0.4
29 泉佐野市 94.8 94.3 30 0.5
29 藤井寺市 94.8 96.5 26 ▲ 1.7
31 寝屋川市 93.2 94.1 31 ▲ 0.9

市平均 98.6 98.7 - ▲ 0.1

順位

1 忠岡町 101.5 101.1 1 0.4
2 河南町 100.5 100.9 2 ▲ 0.4
3 太子町 99.7 98.9 4 0.8
4 田尻町 99.5 100.2 3 ▲ 0.7
4 岬町 99.5 97.6 7 1.9
6 能勢町 98.8 97.4 8 1.4
7 豊能町 98.1 98.3 6 ▲ 0.2
8 島本町 97.3 98.6 5 ▲ 1.3
9 熊取町 96.3 95.7 10 0.6
9 千早赤阪村 96.3 96.6 9 ▲ 0.3

町村平均 98.8 98.4 - 0.4
市町村平均 98.6 98.7 - ▲ 0.1

参考
98.8 97.1 - 1.7

100.3 100.1 - 0.2

大阪府内市町村のラスパイレス指数

順位 増減（※）R4.4.1

〈町村〉 R5.4.1 増減（※）R4.4.1

〈 市 〉 R5.4.1

※　R5.4.1とR4.4.1のラスパイレス指数を比較した場合の増減値

大阪市
堺市

順位

資料２



岸和田市 99.5 99.5 6% 6%

豊中市 99.9 99.9 12% 12%

池田市 101.2 101.2 15% 15%

吹田市 100.0 100.0 12% 12%

泉大津市 95.8 95.8 6% 6%

高槻市 97.3 97.3 15% 15%

貝塚市 99.9 99.9 6% 6%

守口市 98.7 98.7 16% 16%

枚方市 98.1 98.1 10% 10%

茨木市 101.2 101.2 10% 10%

八尾市 97.9 97.9 10% 10%

泉佐野市 94.8 94.8 6% 6%

富田林市 99.4 99.4 6% 6%

寝屋川市 93.2 93.2 12% 12%

河内長野市 95.5 95.5 6% 6%

松原市 99.2 99.2 12% 12%

大東市 96.2 96.2 15% 15%

和泉市 97.2 97.2 6% 6%

箕面市 95.3 95.3 12% 12%

柏原市 99.7 99.7 10% 10%

羽曳野市 100.2 100.2 12% 12%

門真市 96.8 96.0 14% 15%

摂津市 99.9 99.9 6% 6%

高石市 100.0 96.5 11% 15%

藤井寺市 94.8 94.8 6% 6%

東大阪市 100.0 100.0 10% 10%

泉南市 98.1 98.1 6% 6%

四條畷市 96.7 96.7 6% 6%

交野市 97.9 97.9 10% 10%

大阪狭山市 99.5 99.5 15% 15%

阪南市 97.7 97.7 6% 6%

島本町 97.3 97.3 6% 6%

豊能町 98.1 98.1 6% 6%

能勢町 98.8 98.8 0% 0%

忠岡町 101.5 101.5 6% 6%

熊取町 96.3 96.3 6% 6%

田尻町 99.5 99.5 6% 6%

岬町 99.5 99.5 6% 6%

太子町 99.7 99.7 6% 6%

河南町 100.5 100.5 6% 6%

千早赤阪村 96.3 96.3 6% 6%

※ （イ）は、令和5年4月1日現在の各団体及び国基準の支給率に基づき、（ア）×（１＋（ウ））／（１＋（エ））で算出したも
の。

地域手当

団体実支給率
（ウ）

国基準の支給率
（エ）

大阪府内市町村（政令指定都市を除く）の地域手当補正後ラスパイレス指数

団体名 R5.4.1現在
（ア）

地域手当補正後
R5.4.1現在

（イ）※

ラスパイレス指数
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岸和田市 99.5 98.9

豊中市 99.9 99.3

池田市 101.2 100.5

吹田市 100.0 99.4

泉大津市 95.8 95.2

高槻市 97.3 96.7

貝塚市 99.9 99.3

守口市 98.7 98.0

枚方市 98.1 97.5

茨木市 101.2 100.6

八尾市 97.9 97.2

泉佐野市 94.8 94.2

富田林市 99.4 98.8

寝屋川市 93.2 92.5

河内長野市 95.5 94.9

松原市 99.2 98.5

大東市 96.2 95.6

和泉市 97.2 96.5

箕面市 95.3 94.6

柏原市 99.7 99.0

羽曳野市 100.2 99.6

門真市 96.8 96.2

摂津市 99.9 99.3

高石市 100.0 99.3

藤井寺市 94.8 94.2

東大阪市 100.0 99.4

泉南市 98.1 97.5

四條畷市 96.7 96.1

交野市 97.9 97.3

大阪狭山市 99.5 98.8

阪南市 97.7 97.0

島本町 97.3 96.6

豊能町 98.1 97.4

能勢町 98.8 98.2

忠岡町 101.5 100.7

熊取町 96.3 95.7

田尻町 99.5 98.7

岬町 99.5 98.8

太子町 99.7 99.0

河南町 100.5 99.7

千早赤阪村 96.3 95.7

○国の本府省の事務次官や局長等の指定職俸給表適用職員については、その職務と責任が特殊であり、給与制度につ
いても昇給制度の適用がなく扶養手当などが支給されない等、行政職俸給表（一）適用職員と異なることから、地方
公務員の一般行政職と比較するラスパイレス指数の対象には含まれていません。
○しかし、地方公共団体から指定職を含めてラスパイレス比較を行った数値の算出要望が多く出ていることを踏ま
え、算出したものです。

大阪府内市町村（政令指定都市を除く）のラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値

団体名 ラスパイレス指数に指定職
を含めた場合の試算値

R5.4.1現在
R5.4.1現在

ラスパイレス指数
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平成１８年度からの国の給与構造改革に伴い、給料表の引き下げとともに、地域の民間

賃金水準を基礎とした客観的な支給基準に基づく地域手当が導入されたことから、地域手

当を加味した、地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手

当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数）を参

考として算出したものである。 

 

１ 地域手当補正後ラスパイレス指数の算出方法 

 
地域手当補正後ラスパイレス指数 ＝ 

 １＋当該団体の地域手当支給率 

 １＋国の指定基準に基づく地域手当支給率※ 

※都道府県及び合併市町村については、分母を「１＋国の指定基準に基づく地域手当の都道府県・合併市町

村職員への加重平均支給率」として算出。 

 

 

２ 地域手当補正後ラスパイレス指数（団体区分別平均） 

国基準で地域手当支給 

 →補正後ラス変化なし 

国基準を超えて地域手当支給 

 →補正後ラス上昇 

令和５年４月１日現在 

［参考］  地域手当補正後ラスパイレス指数 

（イメージ図：国の指定基準に基づく地域手当支給率３％の例） 

 
補正前のラスパイレス指数 × 
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国の本府省の事務次官や局長等の指定職俸給表適用職員については、その職務と責任が

特殊であり、給与制度についても昇給制度の適用がなく扶養手当などが支給されない等、

行政職俸給表（一）適用職員と異なることから、地方公務員の一般行政職と比較するラス

パイレス指数の対象には含めていない。 

しかし、地方公共団体から指定職を含めてラスパイレス比較を行った数値の算出要望が

多く出ていることを踏まえ、試みとして算出したものである。 

１ 指定職俸給表が適用される範囲 

 

指定職俸給表適用職員数（令和５年４月１日現在）        ９５７人 

（ 行政職俸給表（一）適用職員数（ 〃 ）      １３９，５２２人 ） 

 

２ ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値（団体区分別平均） 

＜試算方法＞ 

① 指定職俸給表適用職員については、上記９５７人全てを含める。 

② 指定職には管理職手当が支給されず、指定職の俸給額（給料額）には管理職手当相当額も

含まれていると考えられることから、管理職手当相当額を減じて計算する。 

③ ①②を踏まえて、「令和５年国家公務員給与等実態調査」による「行政職俸給表（一）」と

「指定職俸給表」の２つの集計表の「人員」「平均俸給額」を、経験年数階層別・学歴別

に合算して仮定計算した「平均俸給額」を算出し、これを用いてラスパイレス指数と同様

に算出する。 
 

 

ラスパイレス指数
指定職を含めた
場合の試算値

差　　引

A B B　-　A

全地方公共団体平均 98.8 98.2 △ 0.6

都　道　府　県 99.6 99.0 △ 0.6

指　定　都　市 99.9 99.3 △ 0.6

市 98.6 98.0 △ 0.6

町　　　　　村 96.3 95.7 △ 0.6

特　　別　　区 98.6 97.9 △ 0.7

区　　　分

［参考］ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値 

令和５年４月１日現在 
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